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　防災とボランティア週間は、平成7年1月の阪神・淡路
大震災で被災者を支援する災害ボランティアの活動が
注目されたことをきっかけに定められました。
　この期間を通じて、防災ボランティア活動への意識
を高めるとともに、日頃から災害への備えの充実を図
りましょう。

������　
　羽幌警察署 � 62-1110

　町内の沿岸海域では、こんぶ、うに、あわびなどの
魚貝藻類が北るもい漁業協同組合の第1種共同漁業権
に設定されており、採捕すると
漁業権の侵害にあたり罰せられ
ます。
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　こんぶ、うに、あわび、ほっき、つぶ、
　えぞばかがい、なまこ、たこ
※密漁を発見した場合は、次のいずれかに連絡いただ
くようご協力をお願いします。
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　北るもい漁業協同組合 � 62-1291
　産業課水産係 � 68-7008(直通)
　羽幌警察署 � 62-1110
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　６５歳以上で介護保険の要介護認定を受けており、一
定の要件を満たす方は、「障害者控除対象者認定書」に
より、所得税や住民税の申告（確定申告）時に障害者控
除または特別障害者控除を受けることができます。
　ただし、身体障害者手帳もしくは療育手帳をお持ち
の方は、その手帳を提示することで控除を受けられま
すので、認定書は必要ありません。詳しくはお問い合
わせください。

�������	　
�知的障害者（重度・中度・軽度）に準ずる方
�身体障害者（1～6級）に準ずる方
�寝たきり高齢者
※ただし、介護度が「要支援1・2」の方は対象外です。
���

�平成23年12月31日現在（基準日以前に死亡している
場合は死亡月日を基準日とします）
����

　申請書は、役場総合窓口、天売・焼尻各支所、すこ
やか健康センターにあります。印鑑と介護保険被保険
者証（青い被保険者証）を持参し、申請してください。
�������	　1月13日（金）
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������　すこやか健康センター内
　福祉課介護保険係 � 62-6020
　※障害者控除に関することは財務課税務係 � 68-7002
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　総務省と経済産業省では、平成24年2月1日現在です
べての事業所・企業を対象とした統計調査「経済セン
サス－活動調査」を実施します。調査の趣旨・必要性
をご理解いただき、ご協力をよろし
くお願いします。
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・支社等のない事業所は、1月末までに調査員が直接伺
い、調査票を配布します。（支社等の場合は本社に郵送）
・調査票の回収は、2月1日以降となります。
�������	

・各種行政施策や地域の産業振興、商店街の活性化の
ための基礎資料として利用されます。
・調査票に記入いただいた内容は、統計作成以外に使
用することはありません。
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　総務課情報管理係 � 62-1211
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　経済センサスをよそおった不審な訪問者や電話、
メールなどにご注意ください。調査員は「統計調査
員証」を身につけていますのでご確認ください。

　会社や個人で事業を営んでいる方が、その事業のた
めに所有している機械や器具・備品などの資産を償却
資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課
税されます。
　毎年1月1日現在で償却資産を所有している方は、そ
の状況を申告しなければなりません。昨年、対象と
なっていた方にはすでに文書でお知らせしていますの
で、必ず期限までに申告してください。
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・平成24年1月1日までに償却資産を所有した
・昨年まで償却資産を所有していたが、廃業などによ
り資産を廃棄した
����　平成24年1月31日（火）

※状況により申告の必要がない場合もあります。詳し
くはお問い合わせください。
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　財務課税務係 � 68-7002（直通）

　平成23年分の所得税の確定申告の受付が2月16日
（水）から始まります。確定申告書は前年の申告書控え
などを参考にご自分で作成し、お早めに提出してくだ
さい。国税庁ホームページの確定申告書等作成コー

ナーで簡単に作成することもでき、郵送等により提出
できます。
　税務署の申告会場にお越しの際は、印鑑や前年の申
告書控えなど確定申告に必要な書類を持参ください。
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・所得税　3月15日（木）
・消費税及び地方消費税（個人事業者）　4月2日（月）
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　留萌税務署 � 0164-42-0661



　受検資格の詳細、検定料金など詳しくはお問い合わ
せください。会場は町民スキー場です。申し込みは、
当日スキー場ロッジ内にて受け付けます。

����������

��　2月11日(土)・25日(土)　正午受付
����　中学生以下

������(����）
��　2月12日(日)・3月11日(日)　午前10:00 受付
����　1・2級は13歳以上、3～5級は6歳以上
※1級受験者は2級取得者であること。13歳未満の方が2級を
受験する場合は、ジュニアテスト1級を取得していること。

（羽幌スキー連盟ホームページアドレス）
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������　羽幌スキー連盟
　教育部 佐々木 � 62-1211 (役場内)

�������	
�総合体育館パワデール内
　NPO法人 羽幌町体育協会 � 62-6030

　毎冬恒例のウィンターフェスティバル。タイヤ引き、
馬そり引きの参加チームのほか出店も募集しています。
　申込方法など詳しくはお問い合わせください。

��　2月19日(日)　午前9:00 開会式
��　総合体育館横（リバーサイド開発用地）
�����

・タイヤ引き（幼児、小学生男子・女子）
・タイヤ引き（中学生男子・女子）
・馬そり引き（一般男子・女子）
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　今年から初めて開催する宣言タイム制のスキー大会。
事前に申告したタイムと実際の滑走タイムで順位を決
めます。初心者でも簡単に通過できるポールなので、
気軽に参加できます。

��　3月4日(日)　午前9:30 受付
��　小学生以上
���　無料
����　2月24日（金）

���中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　昨年までの「びゅーまつり」から名前も内容もリ
ニューアル！うつぶせの状態でゴム製ボードに乗り、
自在に操りながら滑り降りる新しい種目「エアボード
大会」も予定しています。雪山に適した服装でお越し
ください。

��　1月22日(日)　午前10:00
������

・バナナボート
・フリースタイルスキー体験講習会
・フリースタイルショー
・エアボード大会（参加人数に制限があります）
・もちまき（景品あり）
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1,700円10,000円19,800円1,000円2,500円1,800円180円高校生以上

900円5,000円11,000円500円1,300円1,000円100円中学生以下

�　幼児（未就学児）はリフト無料。太枠部分が今回新設したリフト券。

�������町民スキー場「びゅー」 � 62-6800 / 中央公民館内 社会教育課社会教育係 � 62-5880

　羽幌のまちづくりのための人材育成を目的に地域活
動を行う人や団体に対し、人づくり事業補助金として
その事業にかかる費用の一部を助成しています。
　補助対象になるかどうかなど、まずは気軽にお問い
合わせください。

����町内在住の方または団体
�������	

　原則100万円を最高限度額として、小・中・高校生は
対象経費の4分の3以内、そのほかの場合は3分の2以内
������

　会場使用料、講師謝礼金、交通費、宿泊費、印刷費
など事業に必要な経費
�������	


　町に申請後、人づくり委員会の内容審査・選考を経て
町が決定します（人づくり委員会は町民のみなさんで
構成された組織です）

����������人づくり委員会事務局
　総務課政策推進係 � 62-1211
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　羽幌保育園 � 62-1656
　福祉課社会福祉係 � 68-7004(直通)
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　羽幌保育園に入園を希望する方は、次の要領でお申
し込みください。

����

�保護者が家庭の内外で常時働いている
�母親が妊娠中、または出産後間がない(産前産後2カ月)
�保護者が病気である
�同居している親族が長期にわたり病気の状態であり、
　保護者が常時看護している状態にある  など

※年間を通じて随時受け付けしていますが、3歳未満のお
子さんの受け入れについては受入枠に限りがあるため、受
け入れできない場合もあります。
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　ヘルスメイト（食生活改善推進員）の養成講座を開催
します。ヘルスメイトとは地域の健康づくりを食生活
中心に活動をすすめるボランティアのことで、この講
座を修了する必要があります。
　講座の内容は、食事や栄養はもとより運動など健康
づくりの実習や実技が中心になっていますので、楽し
みながら健康を身につける機会にもしてください。

���２月３・７・10・16・20・24日の計６日
　　　午前１０:00～午後3:00（1日4時間程度）
���すこやか健康センター
���町内在住の20歳以上の方
��　栄養や健康に関する話や調理実習など
��　管理栄養士、保健師、留萌保健所職員
���　無料
����　1月25日(水) まで

�������	
　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020
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　年金の加入状況の確認、納付書や年金手帳の再発行
依頼など年金に係る相談を受け付けています。
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　希望される方は、相談日の一週間前までにご予約く
ださい。（定員になり次第、締め切る場合があります）

���2月9日(木)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室
�������	
　
　日本年金機構留萌年金事務所 � 0164-43-7211
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　行政に関することでわからないことがあれば、お気
軽にご相談ください。相談内容の秘密は厳守されます。

��　2月8日(水) 　午前9:00～正午
��　役場 会議室
������

�町民課総合受付係 � 68-7003(直通)

������

　住民のみなさんの心配ごとへの対応として、心配ご
と相談所を毎月1回開催しています。

��　2月21日(火) 　午後1:３０～午後4:00
��　勤労青少年ホーム
������

　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311

����

　保健師と栄養士による健康相談を行っています。町
内在住の方なら誰でも利用できます。毎回体重・体脂
肪測定、血圧測定、健康の話、軽い運動をしています。
健康手帳をお持ちの方は、ご持参ください。

��　2月21日(火)
��　川北老人福祉センター (午前10:00～午前11:30)
　　　すこやか健康センター (午後1:00～午後3:00)
������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020
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　学校管理課総務係 � 68-7010(直通)
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　優秀な資質をもっていながら、経済的な理由で修学
が困難な方に対して、修学に必要な資金の一部を貸付
します。詳しくはお問い合わせください。

����

�大学、短大、高等専門学校(5年制)に在籍する方。
※予定者を含む。稚内高等学校(衛生看護・看護専攻科)、美唄聖華

高等学校などの5年一貫教育を行う学校も含む。(4年生以上対象)

�学資を主に負担する者が羽幌町に2年以上住所を有
すること。
�学習活動その他生活の全般を通じ、態度・行動が学生
にふさわしく、将来良識ある社会人として活動できる
見込があること。
�経済的な理由により、修学が困難な方。
����　月額 20,000円（貸付は無利子）
����　貸付決定月から最短修業年限の終月まで
����　若干名
����　3月2日(金) まで
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���������������北海道立羽幌病院 � 0164-62-6060　 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/hbb/

���2月1日より当面の間、内科の午後診療は休診となります。ただし、第2・4木曜日は留萌セントラルクリニックの協力
　　により午後診療も行います。

���2月の耳鼻咽喉科は第5水曜日も診療します。
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　道立羽幌病院については土・日曜日及び祝日を含め、
救急診療を行っています。

������　加藤病院
　　　　　(南6条5丁目)
　　　　   � 62-1005
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������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020
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健康センター午前9：30～苺くらぶ  6日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  8日(水)

健康センター午後1：00～乳児健診  8日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ  9日(木)

健康センター午後0：30～3歳児健診15日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ20日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル22日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ27日(月)

健康センター午後0：30～1歳6カ月児健診29日(水)

　町内の保健事業や子育て教室などの日程をお知らせ
します。
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